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• 気候変動により、本支川合流部や狭窄部などの箇所において、従来想定していなかった規模での水災害が
頻発している 例）平成30年７月豪雨、令和元年東日本台風 等

• このため、今後、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川を全国の河川に拡大し、ハード整備
の加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまち
づくり・住まいづくりを進めるとともに、流域における貯留・浸透機能の向上を図る

概要

貯留機能保全区域の指定

保全調整池の指定

流域治水の計画・体制の強化

流域水害対策計画に基づく流域治水の実践

特定都市河川の指定対象

下水道整備

排水ポンプの
運転調整

浸水被害防止区域の指定

雨水貯留浸透施設の整備
移転等の促進

雨水浸透阻害行為の
許可

河川改修・排水機場等の
ハード整備

洪水・雨水を一時的に貯留する機能を有する農地
等を指定し、機能を阻害する盛土等の行為に対し、
事前届出を義務付けることができる
• 指定権者:都道府県知事等
• 盛土等の行為の事前届出を義務化
• 届出内容に対し、必要に応じて助言・勧告

100m3以上の防災調整池を保
全調整池として指定し、機能を阻
害する埋立等の行為に対し、事前
届出を義務付けることができる
• 指定権者:都道府県知事等
• 埋立等の行為の事前届出を
義務化

• 届出内容に対し、必要に応じて
助言・勧告

流域で雨水を貯留・浸透させ、水害リスク
を減らすため、公共に加え、民間による雨
水貯留浸透施設の設置を促進する
①雨水貯留浸透施設整備計画の認定
都道府県知事等が認定することで、補
助金の拡充、税制優遇、公共による管理
ができる制度等を創設
• 対象:民間事業者等
• 規模要件:≧30m3（条例で0.1–
30m3の間で基準緩和が可能）

②国有財産の活用制度
国有地の無償貸付又は譲与ができる

• 対象:地方公共団体
田畑等の土地が開発され、雨水が地
下に浸透せず河川に直接流出すること
により水害リスクが高まることがないよう、
一定規模以上の開発について、貯留・
浸透対策を義務付ける

• 対象:公共・民間による1,000㎡※

以上の雨水浸透阻害行為
※条例で基準強化が可能

浸水被害が頻発し、住民等の生命・身体に著しい危
害が生じるおそれのある土地を指定し、開発規制や居
住誘導・住まい方の工夫等の措置を講じることができる
• 指定権者:都道府県知事
• 都市計画法上の開発の原則禁止(自己用住宅除く)
• 住宅・要配慮者施設等の開発・建築
行為を許可制とすることで安全性を確保

流域水害対策計画に位置付けられた
メニューについて、整備を加速化する
• 河道掘削、堤防整備
• 遊水地、輪中堤の整備
• 排水機場の機能増強 等

保全調整池

貯留機能保全区域

校庭貯留

河川管理者による
雨水貯留浸透施設

の整備

宅地内排水設備に
貯留浸透機能を付加

雨水浸透阻害
行為の許可

浸水被害防止区域

浸水被害防止区域

河川改修

公園貯留
雨水貯留浸透施設
整備計画の認定

他の地方公共団体の負担

雨水貯留浸透施設の例

浸水被害被害防止区域における
居住誘導・住まい方の工夫のイメージ

貯留機能を有する土地のイメージ

法的枠組みを活用した「流域治水」の本格的実践
特定都市河川浸水被害対策法の概要

特定都市河川の指定
全国の河川へ指定拡大

流域水害対策協議会の設置
計画策定・対策等の検討

流域水害対策計画 策定
洪水・雨水出水により想定される

浸水被害に対し、概ね20–30年の間に実施する取組を定める

関係者の協働により、計画に基づき「流域治水」を本格的に実践

【流域水害対策協議会の構成イメージ】

市町村長

河川管理者

下水道管理者

都道府県知事
接続河川の
河川管理者

学識経験者※

民間事業者等※

※計画策定主体が必要と認める場合（任意）

：流域水害対策計画策定主体

住民※（地域の
防災リーダー等）

居室

基準
水位

住宅・要配慮者施設等の
安全性を事前許可制とする

居室の床面が
基準水位以上

浸水被害防止区域

敷地の
嵩上げ

ピロティ等

移転

被災前に浸水被害防止区域から
安全な土地への移転が可能となる
※住宅団地整備・住居の移転等の費用の
約94%が国負担（地財措置含む）

被災前に安全な土地への移転を
推進（防災集団移転促進事業※等）

市街化の進展が著しく、
流域内可住地の市街化
率が概ね５割以上の河川

本川からのバックウォーターや
接続先の河川への排水制限が
想定される河川

狭窄部、景勝地の保護等
のため河道整備が困難又は
海面潮位等の影響により排
水が困難な河川

市街化の進展 自然的条件等
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【参考資料９】 

学校施設の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議 

・学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議設置要綱

・学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議学校施設の

水害対策検討部会の設置について 

・学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議、学校施設

の水害対策検討部会の審議の経過
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学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議設置要綱 

令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 

 文教施設企画・防災部長決定 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 

一 部 改 訂

１ 趣旨 

近年の災害による被害状況や防災関係機関の検討状況を踏まえ，今後の学校施設等の

防災・減災対策を推進するために，調査研究を行う。 

２ 調査研究事項 

（１）学校施設等の防災・減災に資する推進方策について

（２）その他

３ 実施方法 

（１）別紙の学識経験者等の協力を得て，２に掲げる事項について調査研究を行う。

（２）本協力者会議に主査を置き，事務局が委嘱する。

（３）本協力者会議の下に，部会を置くことができる。

（４）必要に応じ，（１）の学識経験者等以外の関係者にも協力を求めることができる。

４ 実施期間 

令和３年１２月１日から令和６年３月３１日までとする。 

５ その他 

（１）本協力者会議に関する庶務は，大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担

当）付において処理する。 

（２）その他本協力者会議の運営に関する事項は，必要に応じ別途定める。
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（別紙） 

学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議委員
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （令和５年４月１日現在）

 氏 名

木 内  望

清 田  隆

楠  浩 一

佐 藤  健

清 家  剛

中 埜 良 昭 

𠮷 門 直 子 

職    名  

国土交通省国土技術政策総合研究所住宅研究部長 

東京大学生産技術研究所教授 

東京大学地震研究所教授 

東北大学災害科学国際研究所教授 

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

東京大学生産技術研究所教授 

土佐市立蓮池小学校校長 

（以上７名，五十音順，敬称略） 

学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議特別協力者
                                               （令和５年４月１日現在）

 氏 名 職   名 

藤 井  隆 国立教育政策研究所文教施設研究センター長 

 （以上１名，敬称略） 
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学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議 

学校施設の水害対策検討部会の設置について 

令和３年１２月９日 

学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議決定 

学校施設の水害対策について，具体的・専門的な検討を行うため，「学校施設等の防災・

減災対策の推進に関する調査研究協力者会議」（以下「協力者会議」という。）に以下のと

おり，学校施設の水害対策検討部会（以下「部会」という。）を設置する。 

１．検討事項 

（１）学校施設の水害対策の取組の方向性や留意事項について

（２）立地場所による水災害リスクを踏まえた対策の実施方法について

（３）その他

２．実施方法 

部会は，別紙の学識経験者等により構成する。なお，必要に応じ，他の学識経験者等

にも協力を求めることができる。 

３．実施期間 

令和３年１２月９日から令和５年３月３１日までとする。 

４．協力者会議への報告 

部会は，検討状況を適宜，協力者会議へ報告するものとする。 

５．その他 

部会に関する庶務は，大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当）付にお

いて処理する。 
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（別紙） 

学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議 

学校施設の水害対策検討部会

                                   （令和４年３月３１日現在）

氏 名 職   名 

木 内 望 国立研究開発法人建築研究所専門研究役 

小 山   毅 東京電機大学未来科学部准教授 

山 海 敏 弘 国土交通省国土技術政策総合研究所住宅研究部シニアフェロー 

瀧 健太郎 滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科准教授 

田 村 和 夫 建築都市耐震研究所代表 

山 田 あすか 東京電機大学未来科学部教授 

（以上６名，五十音順，敬称略） 

（オブザーバー）

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

国土交通省水管理・国土保全局河川計画課 

郡山市（令和４年９月１２日～） 

熊本県（  〃 ） 

熊本市（  〃 ） 
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学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議 
学校施設の水害対策検討部会の審議の経過 

学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議（第１回）（令和３年１２月９日） 
・学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究について
・学校施設の水害対策検討部会の設置について

学校施設の水害対策検討部会（第１回）（令和３年１２月１３日）
・学校施設の水害対策検討部会について
・今後の検討の進め方について
・学校施設における水害被害状況等調査について

学校施設の水害対策検討部会（第２回）（令和４年１月１４日） 
・水害リスク情報の把握方法について

学校施設の水害対策検討部会（第３回）（令和４年１月１９日） 
・学校施設・設備面の対策方法について

学校施設の水害対策検討部会（第４回）（令和４年２月１７日） 
・中間報告案について

学校施設の水害対策検討部会（第５回）（令和４年３月２２日） 
・中間報告案について
・近年の豪雨等の水害により被害を受けた自治体へのヒアリング結果について

学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議（第２回）（令和４年５月３０日） 
・水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進に向けて（中間報告（案））

学校施設の水害対策検討部会（第６回）（令和４年９月１２日）
・最終報告に向けた検討事項について

学校施設の水害対策検討部会（第７回）（令和４年１１月２１日） 
・視察について
・ケーススタディの進め方について
・対策技術などの検討について

学校施設の水害対策検討部会（第８回）（令和５年１月１３日） 
・ケーススタディについて
・学校施設の水害対策の具体的な進め方について
・タイムラインについて

学校施設の水害対策検討部会（第９回）（令和５年２月１３日） 
・水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のための手引き（最終報告（案）） 
・学校施設の水害対策の検討（試行）

学校施設の水害対策検討部会（第１０回）（令和５年３月９日） 
・水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のための手引き（案）

学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議（第３回）（令和５年４月２５日） 
・水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のための手引き（案）
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